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平成２４年１２月６日判決言渡 同日判決原本交付 裁判所書記官 

平成２３年�ワ�第２２８３号 不正競争行為差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２４年９月１３日 

判      決 

 

原   告           株 式 会 社 パ ウ レ ッ ク�

同訴訟代理人弁護士       朝 沼  晃 

同               鍛 治 川  善  英 

同               大 野  尚 

 

被   告           亘 立 工 業 株 式 会 社 

        

同訴訟代理人弁護士       大 場 正 成 

同               小 林  豪 

主      文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。  

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 当事者の求めた裁判�

１ 原告�

（１）被告は，別紙物件目録１記載の攪拌造粒機を製造，販売してはならな

い。 

（２）被告は，別紙物件目録１記載の攪拌造粒機の構成部品のうち別紙物件
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目録２記載の部品を製造，販売してはならない。 

（３）被告は，その占有に係る別紙物件目録１記載の攪拌造粒機及びその構

成部品のうち別紙物件目録２記載の部品を廃棄せよ。 

（４）被告は，原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成２３年３月

２６日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５％の割合による金員

を支払え。 

（５）訴訟費用は被告の負担とする。 

（６）仮執行宣言 

２ 被告�

 主文同旨 

第２ 事案の概要 

１ 前提事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。） 

（１）当事者 

ア 原告は，粉体機器装置の開発・製造・販売を主たる事業内容とする株

式会社である。�

イ 被告は，板金加工業を主たる事業内容とする株式会社である。 

（２）原告と被告との取引経過 

ア 原告は，昭和５３年ころから，被告に対し，原告が開発した製品やそ

の部品等の製作を委託してきた。原告と被告は，平成１６年７月１日に

取引基本契約書（甲１）を交わした（以下，この契約を「本件基本契

約」という。）が，本件基本契約には，以下のような条項があった（条

項中，甲は原告を，乙は被告を指す。）。�

「第１１条（支給情報）�

１）甲は，次の各号の一に該当するときは，発注品の一部を構成する図

面，情報を乙に支給することができる（この場合の情報を以下，支給情

報という。記録媒体を含む。）。�
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 ① 発注品の品質，性能および規格を維持するために必要な場合。�

 ② その他甲が必要と認めた場合。�

（略）�

４） 支給情報の著作権および所有権は甲に帰属する。（略）」�

「第２６条（著作物の権利）�

１） 委託業務に係る製品及び情報等の著作物（修正，改変された支給

情報を含む。以下，発注情報という。）は，すべて職務上作成された法

人著作物とし，甲が自己の名義で著作権及び著作者人格権を取得し，保

持し，登録することについて可能なすべての法的保護を受ける権利を有

する。（略）」�

「第３５条（秘密保持）�

１） 乙は，この基本契約ならびに個別契約の遂行上知り得た甲の技術

上および業務上の秘密（以下，機密事項という。）を第三者に開示し，

または漏洩してはならない。但し，次の各号のいずれかに該当するもの

は，この限りではない。�

 ① 乙が甲から開示を受けた際，既に乙が自ら所有していたもの。�

 ② 乙が甲から開示を受けた際，既に公知公用であったもの�

 ③ 乙が甲から開示を受けた後に，甲乙それぞれの責によらないで公

知または公用になったもの。�

 ④ 乙が正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず入手

したもの。�

２） 乙は，機密事項を甲より見積作成・委託・注文を受けた本業務遂

行の目的のみに使用し，これ以外の目的には一切使用しない。�

（略）�

４） 乙は機密事項‥（略）‥を厳に秘密に保持し，本業務の遂行中は

もとより，その完成後も甲の文章による承諾を得た者以外には，一切こ
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れを提供あるいは開示しない。」�

「第３６条（製作，販売の禁止）�

 乙は，あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ，自己または第三

者のために外注品およびその類似品の製作，販売を行ってはならない。�

「第４７条（有効期間）�

１） この基本契約の有効期間は平成１６年７月１日から平成１７年６

月３０日までとする。但し，期間満了の２か月前までに，甲または乙か

ら書面による何らかの申し出のないときは，この基本契約と同一条件で

更に１か年間更新するものとし，更新された期間についても同様とする。�

２） 基本契約終了にかかわらず，‥（略）‥第３６条による秘密保持

義務は基本契約終了または個別契約に係る受入検査合格のいずれか遅い

方の後更に５か年有効とする。」（判決注：「第３６条」とあるのは，

「第３５条」の誤記である。）�

イ 原告は，昭和５４年ころから，被告に対し，原告が開発し，現在も製

造，販売を続けている攪拌造粒機（製品名バーチカル・グラニュレータ。

以下「原告製品」という。）の主要部分（容器，蓋，メインブレード，

クロススクリュー及びそれらの周辺装置）の製作を委託することとなっ

た。�

 このような原告製品の製作委託関係は長らく続き，平成１６年７月１

日以降は，本件基本契約下で継続していたが，平成２１年８月３１日を

もって，原告と被告との取引関係は終了した。�

 被告は，原告製品の製作を委託されていた期間中，原告が作成した原

告製品に係る設計図面（以下「原告製品図面」という。）の開示を受け，

これに基づいて原告製品を製造していた。�

 原告製品の攪拌羽根の形状は，別紙参考図面１記載のとおりである。�

（３）原告の特許権 
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ア 原告は，次の特許（以下「本件特許」という。また，本件特許に係る

明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。）に係る特許権（以

下「本件特許権」という。）を有している。 

 特許番号    第３１６４６００号�

 発明の名称   攪拌造粒装置�

 出願日     平成３年６月２５日�

 登録日     平成１３年３月２日�

 特許請求の範囲�

処理容器内に配置した回転部材に，回転方向が下り勾配となるよ

う傾斜している攪拌羽根を放射状に複数枚装着し，この回転部材の

回転で処理容器内に供給された粉粒体の攪拌，造粒を行なう攪拌造

粒装置において，上記攪拌羽根の先端部を基端部に対して回転方向

に先行させたことを特徴とする攪拌造粒装置。�

イ 本件特許に係る発明（以下「本件特許発明」という。）は，次の構成

要件に分説することができる。 

Ａ 処理容器内に配置した回転部材に，�

Ｂ 回転方向が下り勾配となるよう傾斜している攪拌羽根を放射状に複

数枚装着し，�

Ｃ この回転部材の回転で処理容器内に供給された粉粒体の攪拌，造粒

を行なう攪拌造粒装置において，�

Ｄ 上記攪拌羽根の先端部を基端部に対して回転方向に先行させたこと

を特徴とする攪拌造粒装置。 

（４）被告の行為 

 被告は，平成２１年９月３０日，フロイント産業株式会社（以下「フロ

イント」という。）から，攪拌造粒機の製造委託を受けた。被告は，この

製造委託のもと，別紙物件目録１記載の攪拌造粒機（以下「被告製品」と
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いう。）のうち，ＧＭ－ＭＵＬＴＩ（１０／２５／５０）及びＧＭ－１０

の試作品を製作してフロイントに納品し，フロイントは，平成２２年６月

３０日から同年７月２日まで東京ビックサイトで開催された展示会におい

て，上記試作品を出展した。 

 被告は，その後，フロイントからの委託を受け，被告製品を製造するこ

ととなったが，答弁書作成時（平成２３年５月１０日）までの間，フロイ

ントは，平成２３年４月，被告から納入を受けたＧＭ－２５を１台販売し

たのみである。 

 被告製品は，処理容量の大きさが異なるものの（型番の数字は容量 

ℓ ），いずれも同じ構成を有しており，本件特許発明の構成要件ＡからＣ

までを充足する（構成要件Ｄの充足性については争いがある。）。また，

被告製品の攪拌羽根の形状は，別紙参考図面２記載のとおりである。 

２ 原告の請求 

 原告は，被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することから，被告製

品又はその構成部品を製造，販売することが，本件特許権を侵害するととも

に，原告製品図面に係る複製権又は翻案権を侵害し，さらに被告製品には，

原告から被告に示された原告製品図面中の営業秘密が，被告からフロイント

に不正に開示された上，使用されており，不正競争防止法２条１項７号の不

正競争行為に該当するとして，被告に対し，本件特許権，原告製品図面に係

る著作権又は不正競争防止法３条に基づき，被告製品及びその構成部品のう

ち別紙物件目録２記載の部品の製造，販売の差止め並びに廃棄を求めるとと

もに，本件特許権若しくは原告製品図面に係る著作権侵害の不法行為，不正

競争防止法４条又は本件基本契約上の秘密保持義務違反に基づき，１０００

万円の損害賠償及びこれに対する平成２３年３月２６日（訴状送達の日の翌

日）から支払済みまで民法所定の年５％の割合による遅延損害金の支払を求

めている。 
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 なお，前提事実(３)アによると，本件特許権は，平成２３年６月２５日，

存続期間の満了により消滅している。 

３ 争点 

（１）被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか   （争点１） 

（２）被告製品の製造，販売が原告製品図面の複製権又は翻案権を侵害する

か 

ア 原告製品図面等の著作物性            （争点２－１） 

イ 複製権又は翻案権侵害の有無           （争点２－２） 

（３）不正競争防止法２条１項７号該当性 

ア 営業秘密性                   （争点３－１） 

イ 開示又は使用の有無               （争点３－２） 

（４）本件基本契約上の秘密保持義務違反         （争点４） 

（５）原告の損害                    （争点５） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１（被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか）について 

【原告の主張】 

（１）特許請求の範囲の解釈�

 本件特許発明の構成要件Ｂは，「回転方向が下り勾配となるよう傾斜し

ている攪拌羽根」と規定し，構成要件Ｄは，このような傾斜を持った攪拌

羽根について「上記攪拌羽根の先端部を基端部に対して回転方向に先行さ

せた」と規定している。そのため，本件特許発明における攪拌羽根は，回

転方向が下り勾配となるよう傾斜した基端部と，回転方向が下り勾配とな

るよう傾斜した基端部に対して，回転方向に先行した先端部とを備えた構

成を有するものといえる。�

 このような構成のもとで，①�撹拌羽根の回転軸と直交する平面上にお

いて，先端部の外周と処理容器内側面との間に９０度よりも大きな角度β
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を形成することにより，処理容器内側面に生成された粉粒体の固着物を先

端部の外周によって削り落とし，②�攪拌羽根の回転に伴う遠心力を受け

て外周方向に移動する粉粒体を先端部で案内することにより，粉粒体に円

滑に上昇推進力を与えて処理容器内側面に衝突しないようにする，という

作用効果が得られる。本件明細書では，上記の角度βを，処理容器内側面

と先端部の前端縁との間の角度として記載しているが，上記①及び②の効

果を奏する上で，先端部の前端縁が処理容器内側面と上記の角度βをなす

必要はなく，先端部の外周と処理容器内側面との間に上記の角度βが形成

されれば良い。�

（２）被告製品の構成と充足性 

 被告製品の攪拌羽根は，別紙参考図面２の示すように，該攪拌羽根の回

転軸と直交する平面で切断した断面（以下「直交断面」という。）におい

て，先端部は基端部に対して回転方向に所定角度γ’で屈曲した形状に

なっており，この屈曲形状は，攪拌羽根の任意の直交断面で現れる。また，

攪拌羽根はこのような回転方向に屈曲した形状を有することにより，任意

の直交断面において，先端部の外周と処理容器内側面との間に，９０度よ

りも大きな角度β’が形成される。�

 したがって，被告製品は，本件特許発明の構成要件Ｂのみならず，同Ｄ

も充足しており，本件特許発明の技術的範囲に属する（なお，原告は，構

成部品の製造，販売について，間接侵害の主張をしているわけではな

い。）。 

【被告の主張】 

 構成要件Ｄの「攪拌羽根の先端部は基端部に対して回転方向に先行させ

た」の意味については，本件明細書上，「上記構成により，処理容器内側面

と先端部の前端縁との間の角度は当然９０°より大きくなる」と説明されて

いる。この説明は，本件明細書の図１の角度βの図示と併せ読めば一層明白
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である。すなわち，先端部が基端部に対し回転方向に先行しているかどうか

の判定は，先端部の前端縁が基端部の前端縁より回転方向に先行しているか

どうかで決まるのであり，だからこそ，処理容器内側面（の円周との接線）

と前端縁の延長線で形成する角度βに言及しているのである。先端部の後端

縁の延長線と処理容器内側面の角度が何度であろうと，先端部が基端部より

先行していることを決定づける要素にはならない。�

 被告製品の攪拌羽根は，先端部の前端縁はほぼ基端部の前端縁と途中まで

一直線となっているので，その延長線が処理容器内側面の接線となす角度は

ほぼ９０度で，この構成は公知のものと同じである。�

 したがって，被告製品は構成要件Ｄを充足せず，本件特許発明の技術的範

囲に属しないことは明らかである。�

２ 争点２－１（原告製品図面等の著作物性）について 

【原告の主張】 

 原告製品図面，原告製品の仕様書等は，原告がその知識と技術を駆使して

独自に製作したもので，著作物であることは明らかである。�

【被告の主張】 

 争う。 

 原告製品図面に著作物性はない。 

３ 争点２－２（複製権又は翻案権侵害の有無）について 

【原告の主張】 

 被告は，原告製品図面，原告製品の仕様書等を使用して被告製品又はその

構成部品の製造，販売を行っており，原告製品図面，原告製品の仕様書等に

係る原告の複製権又は翻案権を侵害するものといえる。�

【被告の主張】 

 原告から受領した原告製品図面は全て返還済みであり，フロイントから受

注した被告製品の製造には，フロイント作成の設計図面を使用している。�
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 また，原告製品につき仕様書と名のついた書面を受け取ったことはない。 

 したがって，原告製品図面，原告製品の仕様書等の複製権又は翻案権が侵

害される余地はない。 

４ 争点３－１（営業秘密性）について 

【原告の主張】 

（１）営業秘密の特定 

 原告製品図面は，攪拌造粒機の製造方法に関する有用なノウハウの集

積であり，その記載事項全部が原告の営業秘密であるし，また，仮にこ

れが認められないとしても，別紙ノウハウ一覧表（以下「原告主張ノウ

ハウ」という。）は原告の営業秘密である。�

（２）秘密管理性�

ア 原告が被告に交付していた原告製品図面は，全部の図面が綴じられた

一冊の図面集となっており，その表紙に「社外持出厳禁」などの表示が

なされていた。また，原告の社内においても，設計図面の情報にアクセ

スできる者は限定されていたし，被告のような外部の業者に部品等の製

作を委託し，図面を交付する場合は，本件基本契約と同様，その業者と

秘密保持契約を締結していた。�

 したがって，原告製品図面が，原告において秘密として管理されてい

たことは明らかである。�

イ 被告は，原告が原告製品に係るノウハウを，パンフレット及び外部の

研修会で自ら公表しているため，秘密管理性を欠く旨主張するが，それ

らで公表されている情報は，おおまかな形状などに関する情報であっ

て，極めて限定されており，正確な寸法などを知ることはできないので

あるから，これをもって秘密管理性が失われるものではない。�

 また，原告は，現物についてはともかく，原告製品図面自体を，原告

製品のユーザーに交付したことなどないのであるから，かかる交付が
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あったことを理由に秘密管理性を否定する被告の主張も失当である。 

（３）有用性 

 原告製品図面は，それがあれば，莫大な時間と費用をかけて原告製品

の現物を調査するなどしなくても，原告製品と同程度の性能を有する攪

拌造粒機の製造が可能となるものであり，図面全体が有用なノウハウの

蓄積といえる。�

 この点，被告は，原告製品の販売によって寸法・形状・構造などが知

られてしまえば，原告製品図面の有用性は失われる旨主張するが，有用

性と非公知性とを混同した主張である。また，原告製品現物の入手，解

析によって，これと同等の性能を有する攪拌造粒機の製造が可能なので

あれば，フロイントや他の同業他社は，昭和５４年以降，いつの時期か

にそれを行っていたはずである。しかし，実際には，フロイントは，被

告を下請けとして使うようになった平成２２年に至って初めて，攪拌造

粒機の製造，販売を開始した。このことは，原告製品図面が，原告製品

現物の入手，解析では代替できない極めて有用なものであったことの証

左である。 

（４）非公知性 

 原告製品図面の記載事項は，全て非公知である。被告は，リバースエ

ンジニアリングによる調査が可能であることを理由に，被告製品の販売

後は公知となる旨主張するが，仮にリバースエンジニアリングが可能で

あったとしても，直ちに公知であることにはならない。特に，リバース

エンジニアリングに多大な費用・時間・労力がかかる場合には，それの

みによって得られる情報につき公知とすべきではなく，実際に適法にリ

バースエンジニアリングがなされた後，その結果が適法に公開されて初

めて，情報は公知のものになると解すべきである。�

 原告製品は，１台数百万円から数千万円する製品であり，そのノウハ
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ウを入手するためには，膨大な時間と費用を費やして解析することを要

するのであるから，かかる場合に該当する。�

（５）リバースエンジニアリングによっても知ることのできないノウハウ�

 原告製品図面の有用性及び非公知性に関する以上の主張が仮に認めら

れないとしても，少なくともリバースエンジニアリングが不可能なノウ

ハウというべき原告製品図面記載の公差，ベッセルの底・壁の厚みの最

低値及びベッセルの稜線は，原告の営業秘密である。�

ア 公差について�

 公差は製作寸法の上限及び下限を取り決めたものであり，製作に用

いられる工作機械などの加工精度のばらつきの許容範囲として，図面

に記入される。攪拌造粒機は，医薬品等の製造に用いられる機械であ

り，汚染及び品質低下を防止するための性能が高度に要求されるが，

原告製品図面中の別紙原告オリジナル公差指摘図記載の公差も，その

ような要求に応えるためのノウハウの１つである。�

 たとえば，チョッパーのブレード，ローターと回転軸とのはめあい

や，ディスチャージプラグのように複数の構造部品が組み合わされる

部分のはめあい公差は，他の産業機械で用いられるようなＪＩＳ規格

などで一般化されている公差とは全く異なる値が採用されており，本

来の機能を保持しながら，原則手作業で行われる装置の分解・洗浄な

どのメンテナンスが容易に行えるように，また，そもそも異物となり

うる原料粉体の侵入・堆積が発生しないように，ユーザーからのク

レーム対応やフィードバックの集積を踏まえた実験・試作を重ねた結

果，最適と考えられる値が図面に記載されている。つまり，一般的な

ガイドラインなどから導き出されるような数値ではなく，原告の長年

にわたる試行錯誤の集積から得られたもので，その有用性は明らかで

ある。�
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 このように公差は一定の許容幅であるから，原告製品の現物の実測

から特定するためには，実際に市場に出回っている装置の無数の部品

を測定し，統計的な分析を行うことが必要であるところ，リバースエ

ンジニアリングをもってしても現実的には不可能であるから，その非

公知性も明らかといえる。�

イ ベッセルが「製缶もの」であることによるノウハウについて�

 攪拌造粒機のベッセルは，いわゆる「機械加工もの」ではなく，

「製缶もの」であり，まず図面上の寸法よりも必要性に応じて大きめ

又は小さめに製作し，その後に板金・溶接・切削・研磨を行って，製

品を完成させる。�

 このような「製缶もの」では，図面上の記載と実際の製品とが必ず

しも一致せず，完成品の現物を入手して分析しても，その元になった

図面を作成することは極めて困難であり，現実的には不可能である。�

 したがって，原告製品のベッセルに関する以下の情報は，非公知の

ノウハウといえる。�

（ア）ベッセルの底及び壁の厚みの最低値�

 原告製品につき，原告製品図面で描かれている「������」型の

ベッセルの底及び壁の厚みは，素材寸法が９㎜程度であり，この９

㎜の素材を加工して「缶」の形にした後，板金・溶接・切削・研磨

といった作業を行う。そして，それらの仕上加工が行われた後の最

低厚みとして，７㎜という数値が，原告製品図面上指定されている

が，実際の原告製品「������」型での寸法は７㎜とは限らず，７か

ら９㎜まで幅があり，多くの製品においては８㎜程度となっている。

そのため，原告製品図面に記載された７㎜という最低厚みは，リ

バースエンジニアリングでは判明せず，非公知であることが明らか

である。�



������ 

 また，ベッセルの底及び壁の厚みは，ベッセルの強度，熱伝導効

率，熱ひずみなどの要素の微妙なバランスの上に「最低７㎜」とい

う値が決定されており，これが有用性を有する情報であることも明

らかである。�

（イ）ベッセルの稜線�

 原告製品図面上，底部から１４５㎜の高さまでは，ベッセルの壁

は垂直となっているが，そこから上は，壁が垂直ではなく，ベッセ

ルの中心に向かって斜めとなっている。このような構造は，原告の

長年の試行錯誤によって，最も攪拌効率が高く，かつ，ブレードの

取り外しが容易で洗浄もしやすい形状であることが判明したもので

あって，原告にとって有用なノウハウである。�

 ところが，この「底部から１４５㎜」という数値は，ベッセル内

部において溶接・切削・研磨などの仕上げ加工を行う前でしか測定

できない数値であり，完成した製品においては測定できない。なぜ

なら，溶接・切削・研磨などの仕上げ加工前であれば，ベッセルの

壁が垂直から斜めになっている線（稜線）は明確であるが，溶接・

切削・研磨などの仕上げ加工後は，缶が丸みを帯びるため，稜線は

識別不可能となっているからである。よって，ベッセル底部から１

４５㎜の高さまでは壁が垂直であり，それより上はベッセルの中心

に向かって斜めとなっているという事実は，リバースエンジニアリ

ングによっては判明しない非公知のものといえる。 

（６）ノウハウの帰属 

 原告製品図面は原告が作成したものであって，被告はその製作には関

与していないのであるから，原告製品図面に記載されているノウハウは，

全て原告のノウハウである。�

 この点，被告は，攪拌造粒機の設計図面に基づく製造・組み立ては，
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被告自体の技術により行ってきたなど，あたかも原告の主張するノウハ

ウが被告のものであるかのように主張する。しかし，原告は被告と３０

年以上にわたって取引を行ってきたが，被告自身が攪拌造粒機の図面を

作成したことなど一度もなく，被告は全て原告の指示に従って板金加工

等を行ってきたに過ぎないのであるから，原告製品図面上のノウハウが

被告に帰属すると見る余地はない。 

【被告の主張】 

（１）営業秘密の特定と非公知性 

 原告は，原告製品図面全体が営業秘密である旨主張するが，およそ現存

する機器は長年にわたって先人が開発してきた技術の集積の上に成り立つ

もので，図面の内容全部が自社ノウハウの集積だという考え自体，非現実

的であり，失当である。�

 一方，原告は，原告主張ノウハウをもって営業秘密であるとも主張す

る。しかし，それらの重要部分は，パンフレットや外部の研修，さらに

は自社工場の見学案内を通じて原告自らが公開している。しかも，原告は，

特段の守秘義務を買主に負わせることなく原告製品を販売し，誰もが原告

製品の現物を入手できる状態に置いており，その現物を分解すれば，外観

のほか機構，部品に至るまで形状，寸法は全て知ることができたのである

から，譲渡時点で原告主張ノウハウは公知となったものと解される。�

 原告は，リバースエンジニアリングが可能であるからといって直ちに公

知と解すべきではない旨主張するが，そのような主張が該当するのは，ロ

ボットの制御機能などのように完成品の構造や作動状態からは詳細なノウ

ハウが分からない製品についてであり，被告製品のような機械装置では，

現物を入手すれば全て分かるのであるから，原告の主張は当たらない。�

 したがって，原告製品の標準設計である原告製品図面で，第三者にとっ

て技術的に価値があるような情報は全て公知となっているといえる。�
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（２）秘密管理性�

 被告は，原告から，製作図面を全て秘密に管理せよという特段の指示を

受けたこともなく，明確な契約条文の規定もない。�

ア 原告及び被告間の本件基本契約３５条（秘密保持条項）には，フロイ

ントと被告間の契約とは異なり，明確な図面管理の規定はなかった。営

業秘密の対象が特定されていない以上，被告との関係で秘密管理の対象

となっていたとはいえない。�

イ 一方，原告は，原告製品図面自体に守秘義務を課す記載があったと主

張するが，事実に反する。�

 原告が特許出願中の発明につき，公開公報又は現物の展示まで，社内

で秘密管理をしていたことは事実であろうが，それが社外の者に適用さ

れるとか，時間の経過と無関係に存続するという主張は通用しない。�

 また，原告が原告製品につき，パンフレットや外部の研修，自社工場

の見学案内でノウハウを公開してきたということも，秘密管理性を否定

する事情である。�

（３）有用性�

 装置各部の寸法・形状・構造に何らかの技術的意味があるのは，原告製

品に限ったことではないが，それらの全てが原告の創作した価値ある技術

であるはずがない。�

 また，別紙ノウハウ一覧表に記載されている寸法・形状・構造について，

その開発過程で原告が主張するような努力・困難があり，ノウハウや研究

成果が具現されたものであるとしても，これを具現した装置が，自らの広

報活動や販売行為によって公知になれば，もはや有用な秘密情報でなくな

るのは当然である。�

（４）被告製品の図面と一致する旨主張されている事項�

 原告が非公知のノウハウで，かつ，被告製品の図面と一致すると主張す
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る事項につき，有用性を中心に以下のとおり反論する。�

ア 公差�

 公差数値の設定に関しては，ＪＩＳや機械製図マニュアル（乙１０）

など多数の解説，指針があり，加工対象や加工方法により分類されて標

準化されている。原告製品図面では，軸と穴のはめあいに関するものが

多いものの，別紙原告オリジナル公差指摘図で挙げられた部位は，軸

と穴の径の差が１㎜もあり，はめあい公差で規定するような厳密な公差

値（ミクロン単位の数値で示される。）を必要とする部位ではない。原

告は，ＪＩＳ規格のはめあい公差ではなく，自社独自の公差を設定して

いる旨主張するが，単に一般的な削り加工寸法の普通許容差を適用して

いるだけで，はめあい公差の数値と異なるのは当然である。原告の説明

は，実際に公差値を決めたときの事実に基づいているとは考えられない。�

 また，通常，設計者が製作図面に公差を記載する際には，ＪＩＳ規格

の表で示された数値を適用したり，設計者の会社で既に製作している他

の製品等で設定された類似の数値を参考に公差を記載する場合が多いが，

現実の製品では，ＪＩＳ規格も参考にしながら，部材の性質・寸法など

に応じ，公差の数値や範囲をより厳格にしたりゆるやかにしたりするこ

ともある。しかも，そのように現物に即して公差の数値を定めることは，

設計者よりも，実際に現物のはまり具合を確認しながら製作・仕上げを

くり返してきた製造作業員の熟練した技術と経験に頼るところが大きい

のである。�

 要するに，原告が指摘する公差は，原告が創作した独自の貴重な技術

情報などではなく，誰でも入手でき使用できる一般的なガイドラインな

どの示す基準値を参考として適用したものに過ぎない。�

イ ベッセル底の厚み，スクリューの逃げの角度，ベッセルの稜線�

 原告は，ベッセルの底の厚みは７㎜と原告製品図面に書いたが，実際
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の製品には７㎜から９㎜と寸法の幅があり，現物は８㎜位であるという

のであるから，７㎜という幅が有用性のある貴重な技術情報でないこと

を自認しているに等しい。�

 スクリューの逃げは製作上の都合によるものであるが，４５度にする

必要も必然性もないという原告の主張はそのとおりで，４０度でも５０

度でも不都合はない。ただ，この程度の角度は，決まりのよい４５度と

記載するのが自然だというに過ぎず，４５度という角度が有用性のある

貴重な技術情報とはいえない。また，この角度は原告自身も自ら公表し

た図面（乙４の４５図）からも知り得ることであり，非公知性もない。�

 また，稜線につき，ベッセルの底部から１４５㎜という高さは，実測

して幾何学的に解析すれば当然割り出せる数値である。�

（５）製造ノウハウの帰属 

 また，原告は，被告に対して製造ノウハウも教示したように主張するが，

全く事実に反する。製作図面がなければ製造できないのは当然であるが，

如何にして図面のとおり製造するかは，板金加工の方法に関する技術であ

り，被告に属するものである。 

５ 争点３－２（開示又は使用の有無）について 

【原告の主張】 

 被告は，本件基本契約期間中に原告から示された原告製品図面をフロイ

ントに交付し，これによって前記４で主張した営業秘密をフロイントに開

示した。そして，フロイントはこの営業秘密を使用して被告製品の図面

（以下「被告製品図面」という。）を作成し，被告は被告製品図面に含ま

れている当該営業秘密を使用して被告製品を製造しているものである。�

 被告が原告製品図面をフロイントに交付したことは，原告製品図面にお

ける原告独自の寸法，スクリューの逃げ角度，公差設定や表現方法（溶接

部分，バフ仕上げ）で，原告製品の現物を精査しても判明しないものが，
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被告製品図面においても共通に認められ，さらに実線で表記すべき部分を

波線で表記するという誤りまで共通していることから明らかである。�

 したがって，被告は，原告から示された営業秘密を，不正の利益を得る

目的で使用し，又は開示したといえる。�

【被告の主張】 

 被告は，フロイントに，原告製品図面の原本又はコピーを渡したことも見

せたこともない。被告は，本件基本契約が終了する平成２１年８月末日より

前に，原告から受け取っていた図面をコピーも含めて全て返還したものであ

るのに対し，被告がフロイントから委託を受けた後，被告製品図面の初版を

示されたのは，同年１０月以降である。フロイントは，自ら収集した資料を

参考にし，自身の設計として被告製品図面を別途作成したものである。�

 一方，被告は，フロイントから，被告製品図面を作成するに当たり，相談

を受けたので，設計どおりの製造をするために，製造者の立場から，若干の

図面訂正に至るような助言をした。その中で，溶接部の表示や実線・点線の

使い分けなどについても，一般に用いられるものの中の選択と好みの問題と

して，被告の作業員が慣れている表示に訂正された。また，公差についても，

被告がフロイントから相談を受け，助言や提案をしたことがあるが，これは

被告自身が有する板金加工技術と経験による助言・提案である。原告は，こ

の公差が偶然に一致することはあり得ない旨主張しているが，技術が同程度

の設計者が設計し，一定レベルの製造業者が関与をして定める公差が近似し

たり一致したりする可能性は寸法・形状より一層高くなるのが自然であり，

全て相違するという方が不自然なほどである。公差の一致箇所は，原告が主

張するほど多くはなく，これらの一致点をもって，被告製品図面が原告製品

図面を引き写したという裏付けとはなり得ない。�

６ 争点４（本件基本契約上の秘密保持義務違反）について 

【原告の主張】 
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 前記４及び５で主張したとおり，被告が原告の営業秘密をフロイントに開

示し，被告製品の製造に使用したことは，原告との本件基本契約３５条に定

められた秘密保持義務に違反するものである。 

【被告の主張】 

 本件基本契約３５条の「甲の技術上および営業上の秘密」は，不正競争防

止法２条６項の営業秘密の定義に従うべきであるところ，前記４及び５で主

張したのと同様の理由により，被告に本件基本契約３５条に定められた秘密

保持義務違反がないことは明らかである。 

７ 争点５（原告の損害）について 

【原告の主張】 

 被告は，被告製品又はその構成部品を製造，販売することによって，利益

を得ており，その額は少なくとも１０００万円を下るものではないが，同額

をもって原告の被った損害額と推定される（特許法１０２条２項，著作権法

１１４条２項，不正競争防止法５条２項）。�

【被告の主張】 

 争う。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 本件訴訟提起の経緯 

 前提事実及び弁論の全趣旨によると，次の事実を認めることができる。 

 原告は，昭和５３年ころから，被告に対し，原告が開発した製品やその部

品等の製作を委託してきた。しかし，平成１６年７月１日に締結した本件基

本契約３６条によると，被告は，原告の承諾なくしては，自己又は第三者の

ために外注品の製作，販売をすることができなかった。被告は，このことに

ついて，不利な取引条件を強いられていると考え，平成２１年８月３１日に

製品を納入したのを最後に，原告との取引を停止し，同年９月３０日，フロ

イントとの間で，攪拌造粒機の製造委託契約を締結した。�  
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 フロイントは，平成２２年６月３０日から同年７月２日まで開催された展

示会において，被告の製造した試作品を出展した。 

 原告は，上記試作品を発見した結果，原告製品と被告製品に別紙共通点一

覧表記載の共通点があると判断し，本訴を提起するに至ったが，そのように

判断した根拠としては，上記展示会において試作品を目視確認したことと，

被告製品のウェブサイト及びパンフレットに記載の情報を確認したことしか

主張しておらず（訴状），提訴後，被告に対し，被告製品の構成の開示等を

求めている状況にある。 

 なお，当初の請求には，本件特許権とは別の特許権（特許番号３１６２１

３５）に基づくものも含まれていたが，これについては後日取り下げた。 

２ 争点１（被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか）について 

（１）本件明細書には以下の記載がある（甲９）。 

「【発明の詳細な説明】 

 【０００１】 

 【産業上の利用分野】本発明は，医薬品，食品業界をはじめ粉粒体の処

理工程が必要とされる産業界において，粉粒体の混合，造粒等を行なう際

に使用される攪拌造粒装置に関するものである。 

 【０００２】 

 【従来の技術】粉粒体の混合，造粒等を行なう攪拌造粒装置は，図２に

示すように，略円筒状の処理容器(１)内に，ノズル(２)，チョッパー(３)，

回転部材(４)を配置して構成している。このうち，回転部材(４)は，図６

の平面図に示すように，回転軸に回転方向が下り勾配となっている攪拌羽

根(10)を放射状に複数枚取り付けて構成している。 

 【０００３】上記構成において，回転部材(４)が回転すると，処理容器

(１)内に仕込まれた原料粉体も攪拌羽根(10)に跳ね上げられながら回転す

る。この結果，粉粒体には上昇推進力と遠心力が作用し，この上昇推進力
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と遠心力の作用によって粉粒体は処理容器(１)内の壁面上を旋回しながら

図２の点線で示すような攪拌運動を繰り返す。この時，ノズル(２)から結

合剤を滴下又はスプレーすることによって，原料粉体が攪拌されながら適

度に凝集し，この結果，所望の粒径を有する造粒物が形成される。尚，造

粒の際に発生するだま(塊)は，回転するチョッパー(３)で破砕されていく。 

 【０００４】このようにして，処理容器(１)内に仕込まれた原料粉体は，

回転部材(４)による転動造粒作用とチョッパー(３)による破砕造粒作用の

組合せで攪拌され，所望の粒径に造粒されている。 

 【０００５】 

 【発明が解決しようとする課題】上記攪拌造粒装置においては，回転部

材の回転に伴って粉粒体には遠心力が作用するから，この遠心力で粉粒体

は半径方向に移動して処理容器内側面に衝突する。ところで，上記造粒工

程では，液体の結合剤を添加していることから，原料粉体は常時湿潤して

おり，このような湿潤した粉粒体が処理容器内側面に衝突すると，粉粒体

は上昇せずに壁面に固着し，これが繰り返されて処理容器(１)内側面に層

状の固着物が構成されてしまう。この時，図６に示すように，処理容器

(１)内側面と，攪拌羽根(10)の前端縁との間の角度(α)は，９０°より小

さいことから，上記層状の固着物は，攪拌羽根(10)の先端部分で内側面に

押しつけられる形になり，このことから固着物がさらに強力に処理容器

(１)内側面に固着してしまう。 

 【０００６】また，このような固着物の生成により，図２に示すような

粉粒体の円滑な攪拌運動が阻害され，粉粒体の流れが悪くなる。この結果，

後続の処理容器底面付近にある粉粒体が処理容器底面上に停留し，このよ

うに停留した粉粒体上を攪拌羽根(10)が通過すると，粉粒体は，攪拌羽根

(10)の下端縁(11)で処理容器(１)底面に強く押圧され，処理容器(１)底面

に固着してしまう。 
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 【０００７】このように従来の攪拌造粒装置では，処理容器内側面及び

底面に多量の固着物が生成されるため，所望の粒径を有する造粒物の収率

が低下するだけでなく，壁面から固着物を剥離する作業も必要となること

から生産性が低下してしまう問題があった。 

 【０００８】上記問題点の解決を図るため，従来では，回転部材の回転

数を低くして粉粒体に作用する遠心力を弱めたり，或いは，図７に示すよ

うに，攪拌羽根(10)の先端部に垂直部材(12)を装着して処理容器(１)内側

面への固着物の生成の低減を図っていた。しかし，前者では低い回転数の

ために生産性が低く，また，後者では粉粒体に積極的に上昇推進力を与え

ていないので図２に示すような粉粒体の攪拌運動が円滑に行なわれず，結

果的に造粒性が悪くなって造粒物の生産性が低下していた。 

 【０００９】本発明は上記問題点に鑑み，処理容器内側面及び底面への

固着物の生成を低減し，これによって造粒物の収率を向上させて造粒作業

の生産性を向上させる攪拌造粒装置を提供することを目的とする。 

 【００１０】 

 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため，本発明は，処

理容器内に配置した回転部材に，回転方向が下り勾配となるよう傾斜して

いる攪拌羽根を放射状に複数枚装着し，この回転部材の回転で処理容器内

に供給された粉粒体の攪拌，造粒を行なう攪拌造粒装置において，攪拌羽

根の先端部を基端部に対して回転方向に先行させた。 

 【００１１】 

 【作用】上記構成により，処理容器内側面と先端部の前端縁との間の角

度は９０°より大きくなる。従って，先端部の外周面が，処理容器内側面

に生成された固着物を削り落とす作用を呈するようになる。また，遠心力

を受けて円周方向に移動した粒子は，攪拌羽根の先端部に案内されて円滑

に上昇推進力を与えられ，処理容器内側面に衝突せずに上昇する。従って，
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処理容器内側面上での固着物の生成量が減少する。 

 【００１２】 

 【実施例】以下，本発明の実施例を図１乃至図５を参照して説明する。 

 【００１３】図２に示す攪拌造粒装置は，上方を小径とする略円筒状の

処理容器(１)内に，結合剤を滴下又はスプレーするノズル(２)と，チョッ

パー(３)と，回転部材(４)とを配置して構成する。 

 【００１４】回転部材(４)は，図１に示すように，基部(８)に，回転方

向に２０～６０°程度の下り勾配を有する複数枚の攪拌羽根(５)を放射状

に装着して構成する。夫々の攪拌羽根(５)には，中心から先端部にかけて

の２／３～３／４程度のところで回転方向に１０～６０°程度先行させた

先端部(Ａ)を構成しておく。この結果，処理容器(１)内側面と先端部(Ａ)

の前端縁との間の角度(β)は９０°よりも大きくなる（β＞９０°）。尚，

この時の先端部(Ａ)と先行させてない攪拌羽根(５)の基端部(Ｂ)とでは，

その下端縁(７)が同一平面上にあり，かつ，下り勾配も同一角度であ

る。」 

【図１】本発明に係る攪拌造粒装置の平面断面図，及び攪拌羽根のＣ－Ｃ

線での断面図である。 
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【図６】従来の攪拌造粒装置の平面断面図，及び攪拌羽根の断面図である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「攪拌羽根の先端部を基端部に対して回転方向に先行させた」（構成

要件Ｄ）の解釈 

ア 特許請求の範囲の文言 

「攪拌羽根の先端部を基端部に対して回転方向に先行させた」（構成要

件Ｄ）との文言からは，「攪拌羽根」の回転軸から遠い部位である「先

端部」が，回転軸に近い部位である「基端部」と比べて「回転方向に先

行」している，つまり，回転方向を前，逆方向を後とし，回転軸の上か

ら見たときに，「基端部」の前端縁（前記�１�図１のＣ－Ｃ断面図７の

部分）の延長線よりも，「先端部」が前に出ている形状が求められてい

ると解される。�

イ 本件明細書の記載 

 本件明細書の記載（前記(１)）によれば，本件特許発明は，「攪拌羽

根の先端部を基端部に対して回転方向に先行させた」構成とすることで，

攪拌羽根先端部の前端縁（上記アと同様，回転方向を前，逆方向を後と

した場合の前端縁）の延長線と処理容器内側面の接線（攪拌羽根先端部
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の前端縁の延長線と処理容器内側面との交点における接線）との間の角

度を９０度よりも大きくし，その結果として，攪拌羽根先端部の外周面

が処理容器内側面に生成された固着物を削り落とすとともに，遠心力を

受けて円周方向に移動した粒子を，処理容器内側面に衝突しない方向へ

と案内するという作用効果を得るものである。�

 このような作用効果からも，「攪拌羽根の先端部を基端部に対して回

転方向に先行させた」とは，「基端部」の前端縁の延長線よりも，「先

端部」が前（回転方向）に出ており，「先端部」の前端縁の延長線と処

理容器内側面の接線との間の角度が９０度よりも大きい構成を求めてい

るものと解される。�

ウ 小括�

 以上からすると，「攪拌羽根の先端部を基端部に対して回転方向に先

行させた」とは，「攪拌羽根」の回転軸から遠い部位である「先端部」

が，回転軸に近い部位である「基端部」の前端縁よりも前（回転方向）

に出ており，「先端部」の前端縁の延長線と処理容器内側面の接線との

間の角度が９０度よりも大きい構成を意味すると解するのが相当である。�

（３）被告製品の充足性�

 被告製品の攪拌羽根の形状は，別紙参考図面２記載のとおりであるとこ

ろ，その前端縁（回転方向の縁）は，回転軸付近から処理容器内側面にか

けてほぼ真っ直ぐで，「先端部」が「基端部」の前端縁の延長線よりも前

（回転方向）に出てはいない。そのため，上記のとおり解される「攪拌羽

根の先端部を基端部に対して回転方向に先行させた」（構成要件Ｄ）を充

足しているとはいえない。�

（４）小括�

 以上より，被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属さず，特許権侵害

に関する原告の主張は採用できない。 



������ 

３ 争点２－１（原告製品図面等の著作物性）及び争点２－２（複製権又は翻

案権侵害の有無）について 

（１）原告は，原告製品図面等が著作物であることを前提に，被告が原告製

品図面を使用して被告製品又はその構成部品の製造，販売を行っており，

原告製品図面に係る原告の複製権又は翻案権を侵害する旨主張するが，次

に述べるとおり，いずれも理由がない。�

（２）原告製品図面の著作物性�

 本件で原告製品図面であるとして提出された設計図面（甲１３）は，通

常の作図法に従って記載されているところ（甲１３，弁論の全趣旨），原

告は，上記設計図面のうちどの部分が著作物性を有するのか，また，その

理由について，具体的な主張をしていない（前記第３の２，３に摘示した

主張が，著作権侵害に関する原告の主張の全てである。）。�

 したがって，原告製品図面は，著作権法上の著作物といえない。�

（３）原告製品図面の複製，翻案�

 また，原告は，被告製品又はその構成部品の製造が，原告製品図面の複

製又は翻案であると主張しているが，著作物たる「学術的な性質を有する

図面」（著作権法１０条１項６号）であっても，これに従って製品を製造

することは，建築物の場合（著作権法２条１項１５号ロ）を除き，複製や

翻案には当たらないと解される。�

 したがって，被告が被告製品又はその構成部品の製造，販売をすること

が，図面に係る原告の著作権（複製権，翻案権）を侵害すると見る余地は

ない。�

（４）仕様書等について 

 原告は，原告製品図面と並んで，原告製品の仕様書等の著作権侵害も主

張するが，原告製品に関する仕様書等で著作物性を有するものが存在する

と認めるに足りる証拠はない。�
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（５）小括�

 したがって，いずれの観点からも，著作権侵害に関する原告の主張が採

用できないことは明らかである。�

４ 争点３－１（営業秘密性）及び争点３－２（開示又は使用の有無）につい

て 

（１）原告主張ノウハウ 

ア 原告は，原告製品図面に記載された原告主張ノウハウが，原告の営

業秘密に該当する旨主張する。�

 しかし，原告主張ノウハウは，別紙ノウハウ一覧表記載のとおり，

いずれも原告製品の形状・寸法・構造に関する事項で，原告製品の現

物から実測可能なものばかりである。そして，このような形状・寸

法・構造を備えた原告製品は，被告がフロイントから攪拌造粒機の製

造委託を受けた平成２１年９月３０日よりも前から，顧客に特段の守

秘義務を課すことなく，長期間にわたって販売されており，さらには

中古市場でも流通している（乙３，乙５の１～３，乙７）。 

 そのため，原告主張ノウハウは，被告がフロイントからの製造委託

を受ける前から，いずれも公然と知られていたというべきであり，

「営業秘密」（不正競争防止法２条６項）には該当しないといえる。 

イ 原告は，原告主張ノウハウである形状・寸法・構造が，原告製品の

現物から実測可能であったとしても，そのことから直ちに公知になる

と解するべきではない旨主張する。 

 確かに，一般にある製品が市場に流通しているからといって，その

製品が内包するノウハウが一律に公知となるわけでない。しかし，前

述したとおり，原告主張ノウハウは，いずれも原告製品の形状・寸

法・構造に帰するものばかりであり，それらを知るために特別の技術

等が必要とされるわけでもないのであるから，原告製品が守秘義務を
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課すことなく顧客に販売され，市場に流通したことをもって，公知に

なったと見るほかない。 

 原告の主張は，実測が可能な製品形状などについて，特許や意匠登

録を受けることなく自社のみが独占できるとするに等しく，採用でき

ない。 

（２）公差，ベッセルの底・壁の厚みの最低値等 

ア 公差 

 公差とは，設計図面に表示された寸法と実際の機械加工での寸法との

差異として許容される範囲を示した数値である。図面に別段の記載がな

い場合の公差は「普通許容差」と呼ばれ，ＪＩＳでは加工対象や加工方

法などに応じて，普通許容差を規定している（乙１１）。 

 原告は，原告製品図面に記載された公差につき，自社に蓄積された経

験やデータに基づいて，ＪＩＳ規格とは異なる独自の数値設定をしてお

り，かつ，原告製品の現物から知ることはできない情報であるから，原

告の営業秘密である旨主張する。 

 しかし，公差については，「高い精度を要求するほど，製作が難しく

なる」（乙１２）など，実際に加工を行う者の加工技術とも切り離すこ

とができない事項である上，加工対象や加工方法に応じた自社独自の普

通許容差表を備える加工業者も存在しており（乙１３の１・２），個別

の製品における公差を決するに当たっては，ＪＩＳなどの一般的な標準

や指針とあわせ，加工業者の経験や知見も重要といえる（乙９）。その

ため，原告製品図面に記載された公差が，原告製品独自に採用された数

値であり，攪拌造粒機の製造に当たって有用な情報であったとしても，

原告製品図面を作成した原告のみが独占的に有するノウハウと解すべき

ではなく，実際に原告製品又はその部品の加工作業を数十年にもわたっ

て行ってきた被告に帰属すべき板金加工ノウハウの一部も成すというべ
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きである。 

 したがって，攪拌造粒機の製造に当たって各部品で許容される公差に

つき，原告製品図面上の数値に有用性があり，かつ，被告がこれと同じ

数値をフロイントに伝えていたとしても，自社に帰属する板金加工ノウ

ハウの一部を開示したに過ぎず，原告との関係で不正競争行為（不正競

争防止法２条１項７号）に当たるものではない。 

イ ベッセルの底・壁の厚みの最低値等�

 原告は，原告製品の構成部品のうちベッセル（甲１３の８～１１頁）

につき，図面上の数値や形状は，板金・溶接・切削・研磨後の最低値，

あるいは，それら行程前の直線的形状のみを表示するため，図面上の

寸法・形状と実際の寸法・形状とには差異がある，そのため原告製品

の実物からは原告製品図面上の寸法・形状を知ることはできず，非公

知のノウハウに当たる旨主張する。そして，その具体的事項として，

原告製品図面上ではベッセルの底及び壁の厚みは最低値である７㎜と

記載されているが，実際の原告製品では７～９㎜とばらつきがあるこ

と，原告製品図面上ではベッセルの壁が底部から１４５㎜までは垂直

で，それより上部は斜めとなっているが，実際の原告製品は溶接・切

削・研磨などの仕上げ加工によって丸みを帯びており，その稜線は識

別不可能であることを指摘する。�

 しかし，原告製品図面上でのそれら数値及び形状につき，原告製品

の実測から知ることが困難であることは確かであるにせよ，原告がそれ

ら数値及び形状に含まれているとするノウハウ自体は，原告製品そのも

のの寸法及び形状にも当然具現化されることになるのであるから，原告

製品自体の販売，流通によって，やはり公知になったものといわざるを

得ない。 

 また，原告の主張からも，ベッセルの底及び壁の厚み等は，攪拌造粒
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機として，原告製品図面記載どおりの寸法及び形状が要求される部位で

はないのであるから，原告製品図面上の数値は，営業秘密としての保護

に値する有用な情報ではないともいえる。 

 したがって，原告製品図面上に記載されたベッセルの底及び壁の厚み

等についても，原告の営業秘密とは認められない。 

（３）原告製品図面全体が営業秘密であるとの主張について 

 かかる原告の主張は，営業秘密たる情報を特定しているとはいえず，失

当である。 

 また，このような特定の問題を置くとしても，弁論の全趣旨によれば，

原告製品図面に含まれる情報のうち，原告独自のノウハウと見る余地があ

るものは，上記(１)及び(２)で論じたもので尽くされているというべきで

あるところ，それらが原告の営業秘密に当たらない以上，原告製品図面全

体で考えても，これに含まれる情報が営業秘密に該当すると認めるべき理

由はない。 

（４）小括 

 以上より，原告が営業秘密であると主張する情報は，いずれも不正競争

防止法上の営業秘密ということはできない。また，その結果，被告が，原

告の営業秘密をフロイントに開示し，被告製品の製造において使用したと

いうこともできない。 

５ 争点４（本件基本契約上の秘密保持義務違反）について 

 原告は，被告が原告製品図面をフロイントに開示したとした上，そのこと

が，本件基本契約３５条の規定する秘密保持義務に違反するものである旨主

張する。 

 そこで検討するに，まず本条における秘密保持義務の対象については，公

知のものが明示で除外されている（本件基本契約３５条１項②及び③）。そ

して，被告は，原告の「技術上および業務上の秘密」（本件基本契約３５条
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１項本文）について秘密保持義務を負うと規定されているが，その文言に加

え，被告の負う秘密保持義務が本件基本契約期間中のみならず，契約終了後

５年間継続すること（本件基本契約４７条２項）に照らせば，原告が秘密と

するものを一律に対象とするものではなく，不正競争防止法における営業秘

密の定義（同法２条６項）と同様，原告が秘密管理しており，かつ，生産方

法，販売方法その他の事業活動に有用な情報を意味するものと解するのが相

当である。 

 このように本件基本契約上の秘密保持義務についても，非公知で有用性の

ある情報のみが対象といえるため，前記４で論じたことがそのまま当てはま

るところ，被告に上記秘密保持義務違反は認められないというべきであり，

原告の上記主張は採用できない。 

第５ 結論�

 以上の次第で，原告の請求はその余の点について判断するまでもなく理由

がないから，いずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。  

    大阪地方裁判所第２６民事部 

�

     �  �裁�判�長�裁�判�官    山  田  陽  三�

�

�

     �       裁�判�官    松  川  充  博�

�

�

     �       裁�判�官� �  � �  西  田  昌  吾�

�

（ 別紙ノウハウ一覧表及び別紙原告オリジナル公差指摘図 省略 ）�
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（別紙） 

物 件 目 録 １ 

  商品名 グラニュマイスト又は ���������� 

  型式  ��������(	�����	)�  

      ��������(����	�	�) 

     � � ������  

� � � �   � � � � ����	�  

� � � � �   � � � ���	��  

� � � � �   � � � �������  

� � � � �   � � � �������  

� � � �   � � � � �������  

� � �   � � � � � ���
���  

� � �   � � � � � �������  

� � �   � � � � � ��������  

� � �   � � � � � ����	���  

� � �   � � � � � ��������  
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(別紙) 

物 件 目 録 ２ 

 ベッセル（容器部分） 

 クロススクリュー（横スクリュー，破砕羽根） 

 リッド（蓋）止めクランプ（止め具） 

 メインブレード（縦スクリュー，攪拌羽根） 

 結合材注入口プラグ 

 ディスチャージ（排出口）プラグ 


